
尾 鷲 市 空 き 家 バ ン ク 制 度 実 施 要 綱  
                                         平 成 ２ ６ 年 尾 鷲 市 告 示 第 ３ ５ 号  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 尾 鷲 市 に お け る 空 き 家 や 空 き 地 の 有 効 活 用 と 、 定 住 ・ 移 住 に よ

る 地 域 の 活 性 化 を 図 る た め 、 尾 鷲 市 空 き 家 バ ン ク 制 度 （ 以 下 「 空 き 家 バ ン ク 」 と い

う 。） に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 

 

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定

め る と こ ろ に よ る 。  

(１ ) 空 き 家 ： 個 人 が 居 住 目 的 と し て 建 築 し 、 現 在 居 住 し て お ら ず （ 近 く 居 住 し な

く な る 予 定 の も の を 含 む 。） 市 内 に 存 在 す る 建 物 及 び そ の 敷 地 を い う 。  

(２ ) 所 有 者 ： 空 き 家 等 係 る 所 有 権 そ の 他 の 権 利 に よ り 当 該 空 き 家 等 の 売 買 、 賃 貸

を 行 う こ と が で き る 者 を い う 。  

(３ ) 空 き 家 バ ン ク ： 空 き 家 等 の 売 買 、 賃 貸 を 希 望 す る 所 有 者 か ら 申 込 み を 受 け た

情 報 を 、 市 内 へ 定 住 移 住 等 を 目 的 と し て 、 空 き 家 の 利 用 を 希 望 す る 者 （ 以 下 「 利

用 希 望 者 」 と い う 。） に 対 し 、 情 報 提 供 を 行 う 制 度 を い う 。  

（ ４ ） 利 用 希 望 者 ： 尾 鷲 市 内 で 定 住 移 住 を 目 的 と し て 空 き 家 等 の 購 入 、 賃 貸 を 希 望

す る 者 を い う 。  

 

 

（ 適 用 上 の 注 意 ）  

第 ３ 条  こ の 要 綱 は 空 き 家 バ ン ク 以 外 に よ る 空 き 家 等 の 取 引 を 妨 げ る も の で は な い 。  

 

 

（ 空 き 家 の 登 録 等 ）  

第 ４ 条  空 き 家 バ ン ク へ 登 録 し よ う と す る 所 有 者 （ 以 下 「 申 込 者 」 と い う 。） は 「 空

き 家 バ ン ク 」 利 用 誓 約 書 （ 様 式 第 １ 号 ）、「 空 き 家 バ ン ク 」 登 録 者 情 報 カ ー ド （ 様 式

第 ２ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 登 録 の 申 込 み が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 等 を 確 認 の

上 、 適 切 で あ る と 認 め た と き は 空 き 家 バ ン ク に 登 録 す る も の と す る 。 だ だ し 、 当 該

空 き 家 等 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。  

(１ ) 当 該 空 き 家 等 が 、 第 ２ 条 第 １ 号 の 要 件 を 満 た し て い な い も の  

(２ ) 空 き 家 等 の 所 有 者 が 、 第 ２ 条 第 ２ 号 の 要 件 を 満 た し て い な い も の  

(３ ) そ の 他 市 長 が 空 き 家 バ ン ク へ の 登 録 が 適 当 で な い と 認 め た も の  

３  市 長 は 必 要 に 応 じ て 当 該 申 込 み の あ っ た 空 き 家 を 調 査 す る こ と が で き る 。  

４  申 込 者 は 、 前 項 の 調 査 に 協 力 す る も の と す る 。  

５  市 長 は 、 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 登 録 を し た と き は 、「 空 き 家 バ ン ク 」 完 了 通 知 書

（ 様 式 第 ３ 号 ） を 申 込 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

 



６  市 長 は 、 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 登 録 し た 情 報 に つ い て 、 前 項 の 規 定 に よ る 登 録 完 了

通 知 書 の 通 知 を 受 け た 申 込 者 （ 以 下 「 登 録 者 」 と い う 。） の 住 所 、 氏 名 、 権 利 関

係 、 連 絡 先 等 の 個 人 情 報 を 除 き 、 尾 鷲 市 ホ ー ム ペ ー ジ 等 に 掲 載 し 周 知 す る も の と す

る 。  

７  利 用 の 有 効 期 限 は 、 利 用 申 込 日 か ら 2 年 経 過 し た 年 度 末 ま で と す る 。 た だ し 、 第

１ 項 の 規 定 に よ る 申 し 込 み に よ り 、 再 度 登 録 す る こ と が で き る 。  

 

 

（ 空 き 家 に 係 る 登 録 事 項 の 変 更 の 届 出 ）  

第 ５ 条  登 録 者 は 、 登 録 事 項 に 変 更 が あ っ た と き は 、「 空 き 家 バ ン ク 」 報 告 書 （ 様 式

第 ４ 号 ） に 登 録 事 項 の 変 更 内 容 を 記 載 し た 「 空 き 家 バ ン ク 」 登 録 カ ー ド を 添 え て 市

長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

 

 

 （ 空 き 家 バ ン ク の 登 録 取 り 消 し ）  

第 ６ 条  市 長 は 、 空 き 家 に 係 る 所 有 権 そ の 他 権 利 に 異 動 が あ っ た と き 、 又 は 登 録 者 か

ら 「 空 き 家 バ ン ク 」 報 告 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に よ り 登 録 取 り 消 し の 届 出 が あ っ た と き

は 、 空 き 家 バ ン ク 登 録 か ら 削 除 す る と と も に 、「 空 き 家 バ ン ク 」 完 了 通 知 書 （ 様 式

第 ３ 号 ） を 当 該 登 録 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

 

 

（ 空 き 家 利 用 希 望 者 の 利 用 申 込 み 等 ）  

第 ７ 条  空 き 家 バ ン ク を 利 用 し よ う と す る 利 用 希 望 者 は 、「 空 き 家 バ ン ク 」 利 用 誓 約

書 （ 様 式 第 １ 号 ） 及 び 「 空 き 家 バ ン ク 」 利 用 者 情 報 カ ー ド （ 様 式 第 ５ 号 若 し く は 様

式 第 ６ 号 ） に 必 要 事 項 を 記 入 し 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

  た だ し 、 利 用 の 有 効 期 限 は 、 利 用 申 込 日 か ら 2 年 経 過 し た 年 度 末 ま で と す る 。  

 

２  市 長 は 前 項 の 規 定 に よ る 利 用 登 録 の 申 込 み が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 等 を 確 認 の

上 、適 切 で あ る と 認 め た と き は 登 録 者 に 対 し て 利 用 希 望 者 の 情 報 を 、利 用 希 望 者 に 対

し て 空 き 家 バ ン ク に 登 録 さ れ た 必 要 な 登 録 者 の 情 報 を そ れ ぞ れ 提 供 す る も の と す る 。

ま た 、当 該 登 録 者 の 代 理 又 は 媒 介 を 行 う も の が あ る 場 合 に は 、そ の 者 に 対 し て も 同 様

の 情 報 を 提 供 す る も の と す る 。  

 

３  利 用 希 望 者 は 、空 き 家 に 定 住 又 は 定 期 的 に 滞 在 し て 、尾 鷲 市 の 自 然 環 境 、生 活 文 化  

等 に 対 す る 理 解 を 深 め 、 地 域 住 民 と 協 調 し て 生 活 す る よ う 努 め る も の と す る 。  

 

４  暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 (平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 )第 ２ 条

第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 又 は 当 暴 力 団 員 と 密 接 な 関 係 を 有 す る 者 は 利 用 を 禁 止 す

る も の と す る 。  

 

５  同 時 に 複 数 の 交 渉 は 認 め ら れ な い 。 全 物 件 の 交 渉 が 終 了 し て か ら 次 の 物 件 の 交 渉

に 移 る も の と す る 。  

 

 

（ 登 録 者 と 利 用 希 望 者 の 交 渉 等 ）  

第 ８ 条  市 長 は 登 録 ま で の 手 続 き を 行 い 、 登 録 者 と 利 用 希 望 者 と の 空 き 家 や 空 き 地 に

関 す る 交 渉 及 び 売 買 、 賃 貸 等 の 契 約 に つ い て は 、 直 接 こ れ に 関 与 し な い も の と す

る 。  



２  契 約 等 に 関 す る 一 切 の ト ラ ブ ル 等 に つ い て は 、 当 事 者 間 で 解 決 す る も の と す る 。  

３  登 録 者 は 交 渉 の 結 果 に つ い て 、「 空 き 家 バ ン ク 」 報 告 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に よ り 、

市 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 媒 介 業 者 に 依 頼 し て い る 場 合 は 媒 介 業 者

に よ る 報 告 に 替 え る こ と が で き る 。  

４  出 張 所 管 内 に 限 り 、 売 却 物 件 の 定 期 賃 貸 を 経 て 売 却 契 約 で き る も の と す る 。  

 

（ 個 人 情 報 の 保 護 ）  

第 ９ 条  空 き 家 バ ン ク 運 用 に 関 す る 個 人 情 報 の 取 り 扱 い に つ い て は 、 尾 鷲 市 個 人 情 報

保 護 条 例 （ 平 成 １ ４ 年 尾 鷲 市 条 例 第 １ 号 ） の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 

 

（ そ の 他 ）  

第 １ ０ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

 

 

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ６ 年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ８ 年 ３ 月 ２ ２ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ９ 年 １ ２ 月 １ ４ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ５ 年 ３ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


